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志賀町における「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関係する主要計画一覧」【特に策定根拠・方向性・（健康）課題に焦点充てる）】

市町の上位計画

第２次志賀町総合計画2017～2026(10年間)↓

第２期志賀町創生総合戦略R2.３月改定(第1期；Ｈ27.10策定)

第2次志賀町地域福祉計画（2017～2021）

第3次志賀町地域福祉計画R4．3月制定（2022～2026）

（志賀町成年後見制度利用促進基本計画）

第3次障害者計画（2018～2023）

第6期障害福祉計画

第2期障害児福祉計画（2020．3制定）

第8期志賀町高齢者福祉計画

・介護保険事業計画

（2021～2023）

健康づくり計画

志賀町健康増進計画(第2次)

（健康日本21･健康増進計画）

第３期特定検診・特定保健指導

実施計画（データヘルス計画）

(第2期国保保険事業実施計画と一体的に作成)

第２期国民健康保健保健事業

実施計画

（第2期データヘルス計画）

志賀町食育推進計画

第3次志賀町食育計画

（2019～2023）

根

拠
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地方自治法2011改正　市町村基本構想の策定義務廃止

H26.11月制定　まち･ひと･しごと創生法第10条

H26.12月閣議決定　まち･ひと･しごと総合戦略市町村基本構想

社会福祉法第107条「市町村地域福祉計画」

障害者基本法第11条第3項⇒障害者基本計画

障害者総合支援法第88条

児童福祉法第33条の20

老人福祉計画:老人福祉法第20 条の8

介護保険事業計画：介護保険法第116~118条

介保法第117条の6で一体に定めるよう規定

総合戦略に位置づけ

健康増進法

　第８条、第９条

第６条 健康増進事業実施者※

高齢者の医療の確保に関する法律

第１９条

国民健康保険法

　第８２条
食育基本法第18条
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法
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な

指

針

基
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まち･ひと･しごと創生基本方針2019

R2以降の第2期総合戦略策定推進
福祉分野の上位計画

厚生労働省　老健局　平成29年

　介護保険事業に係る保険給付の円滑な

実施を確保するための基本的な指針

厚生労働省　健康局　平成24年6月

国民の健康の増進の総合的な

推進を図るための基本的な方針

厚生労働省　保険局　平成29年8月

特定健康診査及び特定保健指導の適切

かつ有効な実施を図るための基本的な指針

厚生労働省　保険局　平成28年6月

「国民健康保険法に基づく保健事業の

実施等に関する指針の一部改正」

な

指

針

基

本

的

【基本理念】 【基本理念】（p43） 【基本理念】  【基本理念】

魅力と笑顔にあふれ、未来に躍進するまち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地域の絆とふれあいを育み、だれもが安全で安心して暮らせるやすらぎのまち 地域の絆を深め、障がいのある人もない人も共に 高齢者が生きがいをもち、

～定住と交流による、ふるさとの誇りを次代へと引き継ぐまちづくり～ 【基本目標】 安全で安心して暮らせる共生社会の実現 住み慣れた地域において安心して暮らせるまちづくり

【基本方針】  １）人々のつながりの中で支えあう地域づくり 【基本方針】

１）移住定住と交流によるもてなしのまちづくり ２）誰もが安全・安心・快適に暮らせる地域づくり １）地域包括ケアシステムの深化・推進

２）次代を担う人をはぐくむまちづくり ３）安心できる福祉サービスの提供 ２）介護予防施策、認知症施策の推進

３）雇用創出と産業復興による活力あるまちづくり ４）地域福祉の推進体制づくり ３）地域ニーズに応じた介護サービスの適切な提供

４）健康に暮らし続けることができるまちづくり 【基本方針】（p46） ４）支え合いの仕組みづくり・体制づくり

５）笑顔になれる、人が輝く魅力的なまちづくり １）住民相互のふれあい・支えあいの推進 ５）高齢者の自立支援と生きがいづくり

６）安全で美しく住みよいまちづくり ２）地域の安全・安心基盤の確立

７）町民に開かれた、効率的なん行政運営によるまちづくり ３）安全・快適な生活環境の創出

４）保健・福祉サービスの充実

５）適切な情報提供と相談機能の充実

６）権利擁護と新たな課題への対応

７）地域福祉を担う人材の育成

８）地域福祉推進体制の確立

町民

【課題】（p41） 【課題】

①地域生活支援の充実 ①高齢化率44.8%（R4.4）と、能登地区平均を上回る。

②療育・保育・教育の充実 ②独居高齢者世帯が増加。

③保健・医療サービスの充実 ③介護給付費は、5年間で約2億円増加。

④就労・社会参加の支援 ④移動手段の減少、困難

⑤啓発と理解の促進 　　　　　⇒　受診、買い物移送困難

⑥生活環境整備・安全対策の強化

４）①健康づくりの推進　　＊特定健診受診率（H27）58.1％　⇒（R8年）60％ 【成果目標】　（p105～） ①自立支援・重度化防止等に資する施策の推進8p99）

４）②医療体制の充実（富来病院）　＊医師数（H27）8.2人　⇒　（R8年）9.0人 １）福祉士悦入所者の地域生活への移行

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊看護師数　　　41.9人　⇒　43.0人 ２）地域生活支援拠点等の検討（新規） ②介護保険運営の安定化に資する施策の推進（p101）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊偉業収支比率　78.7％　⇒　100.0％ ３）福祉施設から一般就労への移行

４）③高齢者福祉の充実　　＊要支援・要介護認定率　19.3％　⇒　21.1％

　　　　　　　　　　　　　＊高齢者独居実態調査数　1,070人　⇒　1,100人 ③保険者機能強化に向けた交付金に係る評価指標

　　　　　　　　　　　　　＊シルバー人材センター登録会員数　225人　⇒　240人 　の活用

４）④障がい者福祉の充実　＊地域生活支援者数　　　135人　⇒　減少

【地域包括ケアシステムの充実】 方針１）①地域で支え合う仕組みづくり（重点）　　　（p46） ＊地域密着型サービス　　　　（p99～100）

＊地域支え合い体制づくり（p59）　　＊集会所施設整備事業（p65） 　　　　②住民同士の交流・ふれあいの推進 　指定有効期間中に1回以上の実地指導

＊高齢者の生きがいと健康づくり推進事業　　＊公民館活動補助事業（p67） 　　　　③町内会や地域活動への参加促進 　運営推進会議参加による運営点検

＊介護予防事業の充実強化　　　＊地域づくり団体等の活動支援事業（p65） 　　　　④地域福祉活動の推進 ＊介護支援専門員・介護サービス事業所研修等

＊地域福祉計画策定事業（p60） 方針２）①日常的な見守り活動の推進 ＊地域包括支援センター

＊後期高齢者医療対策制度の適正運営 　　　　②災害時の支援体制の構築（重点） 　体制・ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ検討、地域ケア会議実施数

【健康づくり推進事業】 　　　　③地域ぐるみの防犯・交通安全活動 ＊在宅医療介護連携　連携シートの活用

＊町民健康づくり推進活動事業（p55） 　　　　④子育てしやすい環境づくり ＊認知症総合支援

＊保健・福祉・医療の連携強化 方針３）①やさしい環境づくり　　②会出・移動支援 　オレンジシート活用

＊国民健康保険事業の適正運営 方針４）①福祉サービス・人材の充実と質の向上 　認知症サポーター養成数　年間100人以上

＊地域生活支援事業（p63） 　　　　②介護予防の推進　　　③健康づくりの推進 　チームオレンジ登録者数　年間20人以上

＊担い手・リーダー育成事業（p65） 方針５）①すべての人にわかりやすい情報提供 ＊介護予防・日常生活支援総合事業

＊健康ポイント事業(戦略p28) 　　　　②身近な相談窓口の充実 　短期集中C事業所　2か所以上

方針６）①権利擁護の推進　　②虐待防止、社会的孤立者対策の推進 　通いの場数　70か所

　　　　③要支援者への対応の推進　　④生活困窮者の自立支援 ＊生活支援体制整備

方針７）①地域福祉意識の高揚　　②福祉人材の育成・確保 　志っ賀リサポート隊登録数100人

　　　　③福祉教育の充実　　④ボランティア・NPO団体の活動推進 ＊リハビリテーションサービス提供体制

方針８）①関係機関の連携強化　　②社会福祉協議会の機能強化 　シルバーリハビリ体操3級指導士数　100人

＊地域共生社会の実現

＊介護給付の適正化

＊介護人材の確保
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①糖尿病重症化予防

②虚血性心疾患重症化予防

③脳血管疾患重症化予防

③ポピュレーションアプローチとしての健康教育

①食育に関する情報発信

②世代に応じた食育の推進

③保育園・幼稚園、学校における食育の推進

④地域・ボランティア団体における食育の推進

⑤地産地消の推進

⑥食品ロスの削減の推進

計
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る

事

業

・

一
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的
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施

と
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携
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能

な

事

業

①がん検診

②特定健診・保健指導

③脳卒中再発予防

④心血管系の重症化予防

⑤糖尿病重症化予防

⑥CKD対策

⑦介護予防の推進

⑧認知症に対する支援体制の推進

⑨健康づくりを担うボランティア育成と活動支援

健

康
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題

及

び

対

象

事

象
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疾

病

等

①人口・世帯数の減少に向けた対応

②少子高齢化の進展への対応

③支援を必要とする町民への対応

④つながりが希薄化する地域社会への対応

⑤助けあいとして、支援できること・してほしいことのマッチング

⑥連携強化による総合的かつ包括的な相談支援体制の充実

⑦災害等に備えた地域体制づくりの推進

⑧地域包括ケアシステムの充実

⑨包括的な支援の仕組みづくり

達

成

目

標

・

評

価

①特定健診受診率

②特定保健指導実施率

達

成

目

標

・

評

価

４０歳～７４歳 全被保険者

居住する全住民

ライフステージに応じた対応

(乳幼児･青壮年･高齢期)

対

象

対

象

事

象

・

課

題

な

ど

１．健康づくりの推進

　　　健康であり続けるためには、普段から積極的に生活習慣と向き合い、定期的に検

　　診を受けるなど、疾病を未然に防ぎ、早期発見に努める健康づくりへの町民の意識

　　の高揚が必要。

　　　保健・医療・福祉サービスの相互連携が図られるよう、これらの拠点となる施設

　　の充実を図っていくことが求められる。

２．高齢者福祉の充実

　　　高齢者がいつまでも健康で元気に活躍できるよう、介護予防事業に重点を置き、

　　要介護認定者の増加抑制を図ることが必要。

　　　高齢者が地域で安心して生活できるように、一人ひとりの特性に応じて、経済的

　　支援や日常的な生活支援サービス等の充実を図るとともに、地域が一体となって支

　　え合う体制づくりが必要。

【重点課題】

１）子どもから高齢者まで幅広い世代への食育の推進

２）伝統的な食文化継承に向けた食育の推進

３）生産者と消費者等の交流の促進や環境と調和のと

れた食育の推進

【異本的理念】

１ 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援

２ 市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別

によらない一元的な障害福祉サービスの実施等

３ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の

支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制

の整備

４ 地域共生社会の実現に向けた取組

５ 障がい児の健やかな育成のための発達支援

６ 障がい福祉人材の確保

７ 障がい者の社会参加を支える取組

対

象
町民 町民

　1号被保険者：65歳以上

　2号被保険者：40～64歳の特定疾病

ライフステージに応じて

(乳幼児･青壮年･高齢期)

業務ﾁｪｯｸﾘｽﾄ№７　地域の健康課題の整理・分析は庁内部局が連携し、KDB等ﾃﾞｰﾀに加え各部局の調査結果や健康増進計画、国保DH計画等分析結果のデータ等も活用。
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【基本理念】

町民自らが健康の維持増進に取り組むことを目指す

【重点施策】

1 ）生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進

2 ） 生涯にわたり一貫した健康づくりの実践

3 ）健康増進の基礎となる生活習慣づくり

食育を通じて、健康でいきいきと安心して暮らせる町を目指

す

基

本

的

な

考

え

方

/

生活習慣病対策をはじめとして、被保険者の自主

的な健康増進及び疾病予防の取り組みについて、保険

者がその支援の中心となって、被保険者の特性を踏ま

えた効果的かつ効率的な保健事業を展開することを目

指すものである。

被保険者の健康の保持増進により、医療費の適正化及

び保険者の財政基盤強化が図られることは保険者自身

にとっても重要である。

生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防

対策を進め、糖尿病等を予防することができれば、通院

患者を減らすことができ、さらには重症化や合併症の発

症を抑え、入院患者を減らすことができ、この結果、国

民の生活の質の維持および向上を図りながら医療の伸び

の抑制を実現することが可能となる。

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化

を予防することを目的として、メタボリックシンドロー

ムに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を

必要とするものを、的確に抽出するために行うものであ

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿病性腎症

高血圧

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿病性腎症

高血圧

脂質異常症

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿病性腎症

高血圧

脂質異常症

虚血性心疾患

脳血管疾患

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症
虚血性心疾患

脳血管疾患

虚血性心疾患

脳血管疾患

糖尿病性腎症

糖尿病性神経障害

糖尿病性網膜症

【介護保険制度の理念】

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるように支援することや、要介護状態ま

たは要支援状態となることの予防又は、要介護状態等

の軽減もしくは悪化の防止を理念としている

初老期の認知症、早老症

骨折+骨粗鬆症

パーキンソン病関連疾患

脊髄小脳変性証、脊柱管狭窄症

関節リウマチ、変形性関節症

多系統萎縮症、筋委縮性側索硬化症

後縦靭帯硬化症

慢性閉塞性肺疾患

がん末期 ロコモティブシンドローム

認知症

メンタルヘルス

慢性閉塞性肺疾患

がん

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施における法定根拠 

【一体的に関わる法律】 

 ・高齢者の医療を確保する法律、国民健康保険法、健康保険法、介護保険法が一体に向けて同時に改正 

  高齢者の医療を確保する法令の改正箇所の一部 

  後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たっては、市町村及び保険者との連携を図るとと

もに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険

者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法

第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業（次条第一項において「国民健康保険保健

事業 」という。）及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業（次

条第一項において「地域支援事業」という。）と一体的に実施するものとする。 

 

【現状】 

根拠法令 健康増進法 

健康保険法 

国民健康保険法など 
高齢者の医療の確保に関する法律 

労働安全衛生法  

健診の名称  若年健診 特定健診 後期高齢者健診 

実施主体 保険者、市町村 保健者 後期広域連合 

担当部署 保健福祉センター 住民課、保健福祉センター 住民課 

目的 被保険者及び被扶養

者の健康の保持増進 

国民の高齢期における適切な医療の 

確保 

被保険者の健康の保持増進 

実施してい

る事業 

 特定健診・特定保健指導 

糖尿病重症化予防事業 

健康増進事業と連携した事業 

個別歯科検診(40,50,60,70歳) 

健診 

個別歯科検診(76歳) 

対象年齢 18    30      40      65       75    

青年期 壮年期 高齢期 

 



志賀町一体的推進連絡会の様子
石川県広域様式2-1（実施要綱第７条関係） R5 ． 7 現 在

一体的実施推進連絡会メンバー

所属 職位 職種 氏 名

1 金沢大学環境生態医学・公衆衛生学域 准教授　 医師 原 章 規

2 池野整形外科・耳鼻咽喉科医院 院長(羽咋郡市医師会長兼務) 医師 池 野 敬

3 志賀町社会福祉協議会 事務局長 岡 部 亮

4 志賀町老人クラブ連合会 会長 干 場 昌 明

5 志賀町民生・児童委員協議会 高齢者部会代表 貝 崎 利 治

6 地域活動団体 志賀町シルバーリハビリ体操指導士会 松 井 正 浩

7 　同上 志賀町チームオレンジ 岡 田 昭 子

8 町立富来病院 地域連携室 主任看護師 田 中 聖 美

9 　同上 地域連携室 主事(社会福祉士) 間 谷 友 貴

10 石川県後期高齢者医療広域連合 健康推進室長 寺 西 衣 姫

11 　同上 主事 平 野 賢 也

12 　同上 保健師 宮浦 なつえ

　事務局

13 志賀町役場　住民課 課長 池 端 久 幸

14 　同上 主任 舟 山 槙 吾

15 　同上 主事 泉 貴 大

16 志賀町役場　健康福祉課 課長 宮 下 隆

17 志賀町役場　健康福祉課 課長補佐 泉 満 仁

18 志賀町地域包括支援センター 主任保健師 酒 井 祥 代

19 志賀町役場　　保健福祉センター 管理栄養士 橋本 智恵子

20 　同上 保健師 横 川 菜 摘

21 志賀町地域包括支援センター 生活圏域専門医療職 理学療法士 北 谷 正 浩

22 　同上 同上 保健師 酢谷 美和子

メンバー構成は、当町と金沢大学環境生態医学・公衆衛生学域との
健康づくり事業協定に基づき、当事業との連動した事業として協力を
仰いだ准教授。町内医療機関の医師兼羽咋郡市医師会長。以前より地
域で活動している老人クラブや民生委員活動者。及び、その担当とな
る社会福祉協議会。住民が主体的に推進する【関節-骨折予防活動】
のシルバーリハビリ体操指導士会員、【認知症総合支援推進活動の一
環を担う認知症支援推進員兼チームオレンジ、入退院に欠かせない町
立医療機関の地域連携室職員に加えて、県後期高齢者医療広域連合の
担当者に参集いただいている。
庁内関係課が事務局となり、KDBデータ分析からの健康課題に加え、

住民や活動者の生の声を聴き、具体的な事業構築を目指してる。


